
た
は
最
寄
り
の
地
方
振
興
局
県

税
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
不
正
軽
油
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
県

庁
総
務
部
税
務
課
）

☎
5
2
1
‐
7
2
0
5

F
A
X 

5
2
1
‐
7
9
0
5

✉

z
e
i
m
u
@
p
r
e
f
.
f
u
k
u
s
h
i
m
a
.

lg.
jp

問
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部

☎
5
2
1
‐
2
6
9
9

F
A
X 

5
2
1
‐
2
6
9
9

✉ 
k
e
n
p
o
k
u
.
k
e
n
z
e
i
@
p
r
e
f
.

f
ukush

ima
.lg.j

p 

労
働
困
り
ご
と
相
談
窓
口

　
　
賃
金
未
払
い
、
解
雇
、
退
職

な
ど
の
労
使
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に

関
す
る
困
り
ご
と
や
疑
問
に
つ

い
て
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。
相
談
は
、
平
日
の
面
談

や
電
話
で
の
相
談
の
ほ
か
、
電

子
メ
ー
ル
で
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
相
談
方
法
　

来
所
：
県
自
治
会
館
4
階
（
福

島
市
中
町
8
番
2
号
）

☎
5
2
1
‐
7
5
9
4

✉
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
受
付

▼
相
談
受
付
時
間
　
電
話
、
来

まちの情報ボックス

農
機
具
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

　
町
で
は
、
離
農
等
で
利
用
さ

れ
て
い
な
い
農
機
具
等
を
町
内

の
農
業
者
や
農
業
法
人
が
再
利

用
で
き
る
国
見
町
農
機
具
等
マ

ッ
チ
ン
グ
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

▼
内
容
　
利
用
者
の
負
担
軽
減

と
有
効
活
用
で
き
る
農
機
具
等

の
掘
り
起
こ
し
を
目
的
と
し
、

使
っ
て
い
な
い
農
機
具
等
の
処

分
を
考
え
て
い
る
方
か
ら
、
必

要
な
方
へ
有
償
無
償
問
わ
ず
、

情
報
提
供
す
る
事
業
で
す
。

▼
譲
渡
希
望
者
　
随
時
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
産

業
振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
譲
受
希
望
者
　
随
時
更
新
し

て
い
ま
す
が
、
9
月
13
日
現
在

で
譲
渡
希
望
の
あ
る
農
機
具
は

3
件
（
ト
ラ
ク
タ
ー
、
柿
皮
む

き
機
、
柿
ヘ
タ
処
理
機
）
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
産

業
振
興
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
譲
受
を
希
望

まちの情報ボックス

さ
れ
る
方
に
は
、
必
ず
現
物
を

確
認
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
農
林
振
興
係

☎
5
8
5
‐
2
9
8
6

介
護
助
手
を

　
募
集
し
て
い
ま
す
！

　

国
見
町
の
高
齢
者
施
設
で
は
、

福
祉
資
格
や
経
験
が
不
要
の
「
介

護
助
手
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

直
接
的
な
介
護
業
務
で
は
な
く
、

清
掃
や
配
膳
・
下
膳
な
ど
、
介

護
の
周
辺
業
務
を
行
い
ま
す
。

ご
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に

合
わ
せ
て
無
理
な
く
働
い
て
見

ま
せ
ん
か
？
ぜ
ひ
、
お
気
軽
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
5
2
1
‐
5
6
6
2

調
停
手
続
相
談
会
を

　
　
　
　
開
催
し
ま
す

　　

福
島
調
停
協
会
主
催
の
調
停

手
続
き
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

お
知
ら
せ

さ
い
。

【
福
島
会
場
】

▼
日
時

　
11
月
11
日
土

　
午
前

10
時
か
ら
午
後
4
時
30
分
（
午

後
4
時
受
付
終
了
）

▼
場
所

　
コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま 

３
階
企
画
展
示
室
（
福
島
市
三

河
南
町
1
‐
20
）

【
二
本
松
会
場
】

▼
日
時
　
11
月
18
日
土
　
午
前

10
時
か
ら
午
後
0
時
30
分
（
正

午
受
付
終
了
）

▼
場
所
　
二
本
松
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
二
本
松
市
亀
谷
）

▼
相
談
内
容
　
離
婚
、
相
続
・

遺
産
分
割
、
扶
養
等
の
家
庭
内

の
問
題
、
借
金
問
題
、
土
地
・

建
物
の
紛
争
、
交
通
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
等
の
問
題
な
ど

問
福
島
地
方
・
家
庭
裁
判
所
総

務
課

☎
5
3
4
‐
2
1
9
4

「
ふ
く
し
ま
障
害
者
就

職
面
接
会
」
を
開
催
し

ま
す

　　
採
用
担
当
者
と
直
接
面
談
で

き
る
機
会
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
参
加
に
つ
い
て
は
事

前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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詳
細
に
つ
い
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
福
島
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
日
時

　
11
月
2
日
木

　
午
後

1
時
か
ら
午
後
4
時

▼
場
所

　
コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま 

4
階
「
多
目
的
ホ
ー
ル
」
他
（
福

島
市
三
河
南
町
1
‐
20
）

▼
参
加
事
業
所
　
27
社
程
度
（
予

定
）

▼
問
い
合
わ
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
福
島 

専
門
援
助
部
門
（
障
害

者
担
当
）

☎
5
3
4
‐
4
1
2
1
（
部
門

コ
ー
ド
45
＃
）

10
月
は
「
不
正
軽
油
撲

滅
強
化
月
間
」
で
す

　
　
福
島
県
で
は
、
10
月
を
「
不

正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」
と
定

め
、
関
係
団
体
と
協
力
し
て
、

不
正
軽
油
の
排
除
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　「
不
正
軽
油
を
作
ら
な
い
・
売

ら
な
い
・
買
わ
な
い
・
使
わ
な

い
。
」

　
不
正
軽
油
の
防
止
・
撲
滅
に

は
、
県
民
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力

と
情
報
提
供
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
不
正
軽
油
の
情
報
提
供
に
つ

き
ま
し
て
は
、
県
庁
税
務
課
ま

広報くにみ 9月号の訂正

広報くにみ 9 月号 8 ページに記載の「小さな天

才たち」において、誤りがありました。正しく

は次のとおりですので、以下のとおり訂正させ

ていただきます。

【誤】伊藤幸希 ⇒ 【正】伊東幸希

■訂正箇所

町
道
4
号
（
広
域
農
道
）

　
舗
装
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事

　
町
道
4
号
は
別
名
「
広
域
農
道
」
と
呼
ば

れ
、
道
路
が
で
き
て
か
ら
約
40
年
が
経
過
し
、

経
年
劣
化
と
交
通
量
の
増
加
に
よ
り
、
舗
装

の
損
傷
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
通

行
の
安
全
確
保
及
び
交
通
量
に
応
じ
た
強
靭

な
道
路
再
生
を
図
る
た
め
、
全
面
的
な
舗
装

改
良
工
事
を
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
工
事
は
、
「
地
方
創
生
整
備
推
進
交

付
金
事
業
」
を
活
用
し
、
令
和
5
年
度
か
ら

令
和
9
年
度
に
か
け
て
年
次
計
画
で
実
施
し

ま
す
。

　
工
事
期
間
中
は
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
建
設
課
建
設
係

☎
5
8
5
‐
2
9
7
1

まちの情報ボックスまちの情報ボックス
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定住促進

　　住宅
1部屋

子育て住宅 空室なし

滝山団地 空室なし

板橋南団地 空室なし

町営住宅・定住促進住宅の

　　　空室状況をお知らせします

（令和 5 年 9 月末）

問建設課管理係　☎ 585-2972

所
（
午
前
8
時
30
分
か
ら
正
午
、

午
後
1
時
か
ら
午
後
5
時
）

電
子
メ
ー
ル
（
随
時
）

問
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
5
2
1
‐
7
5
9
4

「
自
賠
責
」
を

　
　
　
お
忘
れ
な
く
！

　
　
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
数

は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、
令
和
4
年
の
事
故
発
生
件

数
は
約
30
万
件
、
死
傷
者
数
は

約
36
万
人
と
、
国
民
の
誰
も
が

交
通
事
故
の
被
害
者
に
も
加
害

者
に
も
な
り
得
る
極
め
て
深
刻

な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自

賠

責

保

険
・

共

済

は
、

万
一
の
自
動
車
事
故
の
際
の
基

本
的
な
対
人
賠
償
を
目
的
と
し

て
、
自
動
車
損
害
賠
償
補
償
法

に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車

を
含
む
す
べ
て
の
自
動
車
に
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
運

行
す
る
こ
と
は
法
令
違
反
で
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

問
国
土
交
通
省
東
北
運
輸
局
福

島
運
輸
支
局
（
輸
送
・
監
査
部
門
）

☎
5
4
6
‐
0
3
4
5
（
音
声

ダ
イ
ヤ
ル
3
）

創
業
応
援
利
子
補
給
補
助
金

　　
新
た
に
町
内
で
創
業
さ
れ
る
方
が
借
り

入
れ
る
資
金
に
対
し
て
、
利
子
補
給
の
補

助
を
行
い
ま
す
。

▼
補
助
額
　

年
間
30
万
円
×
3
年
間 

※
空
き
家
を
活

用
し
た
場
合
は
、
年
間
30
万
円
×
5
年
間

▼
対
象
期
間

令
和
5
年
4
月
1
日
以
降
に
対
象
融
資
の

第
1
回
目
の
償
還
し
た
利
子
分
か
ら
3
年

以
内 

※
空
き
家
を
活
用
し
た
場
合
は
5

年
間

▼
対
象
者

対
象
融
資
を
受
け
た
後
、
新
た
に
創
業
す

る
方
、
第
二
創
業
す
る
方
ま
た
は
創
業
1

年
以
内
の
方

▼
対
象
融
資
　

①
福
島
県
起
業
家
支
援
保
証
融
資
（
県
内

金
融
機
関
で
実
施
）

②
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生

活
事
業
に
お
け
る
創
業
向
け
融
資

③
町
内
民
間
金
融
機
関
が
実
施
す
る
融
資

で
、
①
又
は
②
に
規
定
す
る
融
資
の
標
準

的
な
条
件
に
準
ず
る
融
資

※
対
象
融
資
額
の
上
限
は
2
0
0
0
万
円

※
借
換
資
金
と
し
て
の
融
資
は
補
助
対
象
外

問
産
業
振
興
課
商
工
観
光
係

☎
5
8
5
‐
2
2
3
8


